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３ 生活支援・介護予防サービスの推進 
 

(1) 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

介護予防・日常生活支援総合事業は，市町村が中心となって，地域の実情に応じて，

住民等の多様な主体が参画し，多様なサービスを充実することにより，地域の支え合い

の体制づくりを推進し，要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とするこ

とをめざすものです。 

平成26年の介護保険法の改正では，要支援者を対象とした訪問介護と通所介護を，市

町村が地域の実情に応じて取り組む地域支援事業に移行し，多様なサービスを総合的に

提供する「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）として，平成

29年４月までにすべての市町村で取り組むこととされています。 

新しい総合事業は，要支援者等に必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事

業」と，一般高齢者を含めたすべての高齢者に対して住民運営の通いの場の充実等を行

う「一般介護予防事業」で構成されています。 

 

＜国における新しい総合事業のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

訪問看護，福祉用具等 
※ 全国一律の人員基準、運営基準 

※ 訪問介護・通所介護は総合事業 
によるサービスへ移行 

予防給付 

介護予防・生活支援 
サービス事業対象者 

要支援者 

 

一般高齢者

地域包括支援センターがケアマネジメントを実施

新しい 

総合事業 

従来の要支援者 

要支援認定 基本チェックリストで判断 

介護予防・生活支援サービス事業 
①訪問型サービス（掃除・洗濯等の日常生活上の支援） 
②通所型サービス（機能訓練や集いの場など日常生活上の支援） 

③その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食，定期的な 
安否確認・緊急時対応等） 

※事業内容は，市町村の裁量を拡大，柔軟な人員基準・運営基準 

一般介護予防事業  
（要支援者なども参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。） 
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ア 介護予防・生活支援サービス事業 

高齢者が地域で生きがいを持って生活を継続するには，医療・介護サービスの提供

のみならず，見守りや安否確認，外出支援，買い物・調理・掃除など，多様な生活支

援サービスや高齢者の社会参加の場が求められており，本市では，社会福祉協議会が

設置する在宅福祉委員会により安否確認や家事援助などの支援サービスが提供され

ていますが，今後は，こうした地域団体をはじめ，ＮＰＯやボランティアなどの多様

な事業主体と連携しながら，多様な生活支援サービスを提供する体制を整備すること

が求められており，介護サービス事業者による現行の訪問介護・通所介護に相当する

サービスのほか，新たな担い手による訪問型と通所型の多様な生活支援サービスと，

栄養改善を目的とした配食，定期的な安否確認・緊急時対応等のサービスの提供をめ

ざします。 

なお，介護予防・生活支援サービス事業は，以下の生活支援コーディネーターや協

議会での検討を踏まえ，平成 29 年４月から実施します。 

 

○ 生活支援コーディネーターの配置【新規】 

生活支援の担い手の養成やサービスの開発，ニーズと取組みのマッチングなどを

行う生活支援コーディネーターを配置します。 

 

○ （仮称）函館市介護予防・生活支援サービス事業推進協議会の設置【新規】 

多様な関係者のネットワーク化を図り，介護予防・生活支援サービスの基盤整備

に取り組み，生活支援コーディネーターが地域において円滑に機能を果たすことが

できるよう，（仮称）函館市介護予防・生活支援サービス事業推進協議会を設置し

ます。 

 

＜国における介護予防・生活支援サービス事業のイメージ＞ 

 

介護予防・生活支援
サービス事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

①訪問介護

②訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスＢ（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ（移動支援）

現行の
訪問介護相当

多様な
サービス

①通所介護

②通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）

③通所型サービスＢ（住民主体による支援）

④通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）

現行の
通所介護相当

多様な
サービス

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

①栄養改善を目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス，通所型サービスに準じる自立支援
に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービス
の一体的提供等）

（従来の要支援者）

・要支援認定を受けた
者（要支援者）

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
事業対象者）

※上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を
踏まえて，地域の実情に応じた，サービス内容を検討する。

第
５
章
施
策
の
展
開
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イ 一般介護予防事業 

介護予防は，高齢者が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・悪化

の防止を目的として行うもので，単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能

の改善だけをめざすものではなく，日常生活の活動を高め，家庭や社会への参加を促

し，それによって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組みを支援し，生活の

質の向上をめざすものですが，これまでの介護予防は，機能回復訓練に偏りがちであ

りました。 

これからの介護予防は，地域のなかに生きがいや役割を持って生活できるような居

場所と出番づくりなど，高齢者本人を取り巻く環境への対応も含めた，バランスのと

れたアプローチが重要となっていることから，今後は，一次予防事業と二次予防事

業を区別せずに，すべての高齢者を対象とした一般介護予防事業として再構築し，

より効果的・効率的な介護予防の取組みを推進します。 

また，リハビリテーション専門職等を生かした自立支援に資する取組みや，住民が

主体となって行う介護予防活動の展開と，参加者や通いの場の拡大について検討しま

す。 

なお，一般介護予防事業は，介護予防・生活支援サービス事業の実施に合わせ，平

成 29 年４月から実施します。 

 

   

  

                                                   
 一次予防事業：主として活動的な高齢者を対象とした事業 
 二次予防事業：要介護状態等となるおそれのある高齢者を対象とした事業 

＜国における介護予防事業の見直しのイメージ＞ 




